
国民生活センターが注意喚起 

 ひところ「税金の還付があります」など

と個人の口座を聞き出したりする詐欺に注

意と言われていましたが、最近はネット広

告などで「失業保険の受給額アップのサポ

ートをします」というのが増えているとい

うことです。国民生活センターは「失業保

険の受給や受給期間が増える」と言ってく

る申請サポートに関する相談が増えている

ので注意喚起を呼びかけました。相談件数

をみると2021年度は42件でしたが2025年

度は 10 月 31 日までですでに 216 件と 5 倍

以上です。 

どんな相談が多いのか 

 全国の国民生活センターには「退職給付

金最大 300 万円もらえます」と言われた、

「サポートを依頼すれば受給額が増えると

思ったが実際は増えなかった」「途中で解約

を申し出たところ高額な違約金を請求され

た」といった相談が寄せられています。契

約の中には広告や勧誘の段階で過度な期待

を持たせる表現や契約内容の理解不足によ

るトラブルが増えています。 

失業保険は公共職業安定所（ハローワー

ク）での申請と審議に基づき支給される公

的支援制度であり、外部事業者が給付内容

を増やせるものではありません。 

さらに問題なのは不正受給になりかねな

い誘導もみられるということです。実際は

うつ病でもないのに「うつ病と診断される

ためのマニュアル」が送られて来たり、指

定のクリニックを受診するように指示され

たり、また、「自己都合退職でも会社都合と

同じ条件で受給できる」等虚偽の申請を促

すケースも報告されています。不正受給が

行われると受給者本人が受給額の返還・納

付を命じられるほか、詐欺罪などの刑事罰

の対象になる可能性があります。契約前に

サービス内容と費用、解約条件が妥当なの

かどうかを慎重に確認しましょう。 

困ったときは 

失業保険は再就職を支援する大事な制度

です。失業保険のことでわからないことが

あればハローワークで相談すれば丁寧に教

えてくれます。また、事業者との契約に不

安を感じたり、トラブルが生じたときは「消

費者ホットライン１８８」でお住いの国民

生活センターにつながります。最寄りの国

民生活センターなどで相談しましょう。 
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失業保険申請サポートうたい 

近づく業者に注意！ 

「失業保険増

えますよ」に

気をつけて  
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